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第 2章　フリーランスの一般的な相談事例と対応方法総　論

Ⅰ 想定される相談と考え方

本章では、フリーランスの一般的な相談事例として以下の 4つを取り上げ

る。その他の具体的な相談や対応方法については、各論を参照されたい。

・不当な拘束に起因する相談（→ 1．）
・契約交渉に関する相談（→ 2．）
・権利行使に関する相談（→ 3．）
・クラウドソーシングの利用に伴う相談（→ 4．）

1．不当な拘束に起因する相談

フリーランスは、その字のごとく、「フリー」であって本来、発注者の指

揮監督関係にはない。もっとも、厚生労働省の調査によると、「仕事をする

時間や場所については、……業務の性質によっては指定されている方向の声

も多くあった。運送や家電販売、芸能、撮影、打合せなど、機材の都合や他

人の都合によるものについては、時間や場所を拘束されやすい傾向に」あ

る1と報告されている。また、低い報酬で長時間労働しているケースや、契

約終了後も長期間の競業避止義務が課されているケースも見受けられる。

上記のような拘束に起因する相談に対しては、現状、独禁法・下請法及び

労働法の観点から方策を検討することが有用と考えられる。なお、2024年10

月頃からは、フリーランスを保護する新たな法律（「特定受託事業者に係る

取引の適正化等に関する法律」。以下、「新法」という）が施行されることか

ら、この観点からも適宜補足する。
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1 　厚生労働省「『雇用類似の働き方に関する検討会』 報告書」（平成30年 3 月30日）27～28頁（https://www.
mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000201113.pdf）

前者は、発注者の行為が独禁法・下請法上の禁止行為に該当する可能性

と、それを踏まえた方策を検討するものである（独禁法及び下請法の詳細は

【総論】第 3章参照）。

後者は、フリーランスは本来、「労働者」ではないものの、就業状況等の

実態に照らして、労働法上の「労働者」と評価し得る場合に（「労働者」性

については【総論】第 5 章参照）、同法上の義務の履行を求める方法であ

る。

説明の便宜として、フリーランスから、以下①～③の相談を受けた場合を

想定し、それぞれの観点から説明する。

①作業の割に報酬が安い
②契約を早く終了させたい
③ 辞めたいけど退職後も競業避止義務が課されているため同業を継続す
ることができずに困っている

（1）低額な報酬への対応
独禁法・下請法の観点からは、例えば、発注者の都合で短い納期を設定さ

れたため費用が増加したり、追加作業を多々引き受けているにもかかわら

ず、従来の報酬が支払われている場合、独禁法上の「優越的地位の濫用」

（独禁法 2条 9項 5号ハ）や、下請法上の「買いたたき」（下請法 4条 1項 5

号。新法施行後は下請法と同格の禁止行為（新法 5条 1項 4号））に該当す

るとして、出費や報酬の補塡を求めることが一案として考えられる。

一方、労働法の観点からは、例えば、就業状況からして、フリーランスが

労基法 9条に定義される「労働者」に該当するといえる場合で、かつ発注者

から支払われる報酬が、最低賃金法によって定められた地域別最低賃金や特

定最低賃金（特定の産業の最低賃金）に満たないのであれば（最低賃金法 4

条）2、当該金額に不足する部分の支払いを求めることが考えられる。なお、

2　家内労働法の「家内労働者」に該当する場合で、一定の地域内の一定の業務の最低工賃が定められている
ときは、発注者は最低工賃額以上の工賃の支払いが義務づけられる（家内労働法14条）。
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フリーランス保護新法の制定

令和 5年 4月28日、フリーランスを保護するための新たな法律「特定受託
事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（以下「本法」という）が成立
した1。施行日は、公布日から起算して 1年 6か月を超えない範囲内におい
て政令で定める日（すなわち令和 6年10月頃まで）である。以下、本法の特
徴と実務上の留意点について記述する。

1．適用対象となる当事者・取引

（1）「特定受託事業者」
本法による保護の対象は、「特定受託事業者」である。その意味は、業務
委託の相手方である事業者のうち、個人であって、従業員を使用しないも
の、または法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行
役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者）がな
く、かつ、従業員を使用しないものとされている（本法 2条 1項 1号、 2
号）。この「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含
まれないと考えられている2。本法では「フリーランス」という語は用いら
れていないが、【総論】第 1章Ⅰ・ 2に記載したフリーランスの特徴が、概
ねあてはまるように思う。
また、特定受託事業者である「個人」のほか、「法人」の「代表者」は、
別途「特定受託業務従事者」と定義されている（同条 2項）。これは、法人

1 　内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案（フリーランス・事業者間取引適正化等
法案）の概要（新規）」（https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou1.pdf）、条文特定受託事業者に係
る取引の適正化等に関する法律案（内閣官房 HP）、条文（https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/
siryou3.pdf）

2 　前掲注 1・内閣官房（概要）
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第 3章　ビジネスフリーランス各　論
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Q53 フリーランスとして広告作成を受託しているが、問題のある広

告を作成してしまった場合に広告主ではない単なる広告作成者が

その責任を負うことはあるのか。

A 規制対象を「何人も」とする規制が定められている法令、例え

ば、薬機法、健康増進法、医療法などについては、単なる広告作成

者であっても、法令の定める行政処分や罰則の対象となる。他方、

「自己の供給する」商品またはサービスの取引についての不当表示

を規制対象とするにとどまる景表法については、単なる広告作成者

は、同法に定める行政処分等の対象とはならない。

もっとも、契約トラブルやレピュテーションリスクは、法令違反

のリスクの有無を問わず問題となる。

解説

1．問題となる主な法令

フリーランスの広告法務において問題となる主な法令としては、景表法、

薬機法、健康増進法、医療法などが挙げられる。

（1）景表法による規制
景表法では、不当表示の 1つの類型として、商品またはサービス（役務）

ビジネスフリーランス
の効果効能等の内容について、実際のものよりも（または事実に相違して他

社の同種・類似商品もしくはサービスよりも）著しく優良であると示す表示

（同法 5条 1号）、すなわち、優良誤認表示が定められている。そして、事業

者が「自己の供給する」商品またはサービスについて優良誤認表示をするこ

とは禁止されている（同条柱書）。

なお、同法では、有利誤認表示（商品またはサービスの価格等の取引条件

について実際よりもまたは同種・類似の他社商品またはサービスよりも著し

く有利であると誤認される表示）（同条 2号）及びおとり広告などの指定告

示に係る不当表示（同条 3号）も、優良誤認表示と同様に規制されている。

（2）薬機法による規制
薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製

品の名称、製造方法、効能、効果または性能に関する虚偽誇大広告が禁止さ

れている（同法66条 1 項）。また、製造販売に承認等を要する医薬品や医療

機器などであって、まだ所定の承認等を受けていないものに関する広告をす

ることも禁止されている（同法68条）。

同法66条 1 項及び68条による規制は、景表法による規制とは異なり、「何

人」にも及ぶものと定められている。

（3）健康増進法による規制
健康増進法では、食品として販売する物の健康保持増進効果等についての

誇大表示が禁止されている（同法65条 1 項）。

同項による規制も、薬機法による規制と同様に、「何人」をも対象とする

ものである1。
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1 　もっとも、健康増進法65条 1 項の第一義的な対象は製造業者または販売業者であるとされており、広告媒
体事業者等は、問題の表示の内容が虚偽誇大なものであることを予見し、または容易に予見し得た場合等
特別な事情がある場合に限り、同法に基づく措置の対象となるにとどまるとされている（消費者庁「健康
食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」（平成25年12月24日、一部改定令和 4年
12月 5 日） 6頁～ 7頁など）。


